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〇生活関連施設の定義を明確にすべき。特に、

原子力関係施設を選定した考え方が不明 

生活関連施設については、国民生活に関連

を有する施設で、その機能を阻害する行為が

行われた場合に国民の生命、身体又は財産に

重大な被害が生ずるおそれがあると認められ

るものを政令で定めることとしており、政令

案においては、原子力関係施設（製錬施設、加

工施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施

設、再処理施設、廃棄物埋設施設及び廃棄物管

理施設）及び自衛隊の施設が隣接し、かつ自衛

隊も使用する空港を記載しています。 

原子力関係施設については、電気の安定供

給の確保に直接的に資することから選定しま

した。 

〇国境離島等の区域指定範囲は、重要施設と

違い「おおむね 1,000 メートル」という制限

がないので明確にすべき 

〇無人島を対象とし、その全域を区域指定す

るとしている理由は何か 

国境離島等の区域指定範囲については、地

形状況、低潮線へのアクセスの容易性、人の目

の行き届きにくさ等を個別具体に勘案する必

要があることから、基本方針案においては「周

辺」と記載しています。実際の区域指定に当た

っては、重要施設の区域指定の考え方（おおむ

ね 1,000 メートル）も踏まえて検討を行いま

す。 

無人の国境離島については、領海等の基礎

として重要な機能を有し、特に人の目が行き

届きにくい状況にあることを踏まえ、原則と

して島全域を指定対象としています。 

＜経済的社会的観点からの留意事項＞ 

〇対象があいまいではないか 

〇土地取引が活発なところや人口集中地区

は、特別注視区域に指定すべき／区域指定対

象から外すべき 

 

区域指定は、指定の対象・範囲を一律に判断

するのではなく、法の要件や基本方針の内容

に照らして、経済的社会的観点からの留意事

項を含めて評価し、土地等利用状況審議会の

意見を聴いた上で指定します。 

経済的社会的観点からの留意事項は、安全

保障の確保と自由な経済活動の両立の観点か

ら、区域指定に伴う社会経済活動への影響を、

安全保障上の要請に基づく、合理的かつやむ

を得ない範囲に限定する必要があるとの考え

から記載したものです。土地取引件数や人口

集中地区はこの要素の一つと考えています。 
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〇法第８条の考え方はどのようなものか。密

告奨励のようなものではないか 

法第８条は、公簿等による情報では土地等

の利用状況が明らかにならず、注視区域内に

ある土地等が機能阻害行為の用に供されるこ

とを防止するためにより詳細な情報が必要と

考えられる場合には、当該土地等の利用者そ

の他の関係者から直接情報を入手することも

必要であるため、報告の徴収等ができる旨を

定めています。 

なお、この規定は、内閣総理大臣の求めを受

けて対応いただくものです。 

〇その他の関係者に対する報告の徴収等につ

いて、応ずる義務はないことを明記すべき 

法第８条は、土地等の利用者その他の関係

者に対して応答義務を課す規定です。 

同条違反については、罰則の規定（法第 27

条）があります。 

〇本籍、国籍等、生年月日、連絡先、性別の調

査は個人のプライバシーを侵害する行為では

ないか 

調査は、注視区域内にある土地等の利用状

況を把握するために行うものです。記載の情

報は、人定のために必要なものです。 

〇思想・信条に係る情報については、収集すべ

きでない／しっかりと収集すべき 

調査では、注視区域内にある土地等の利用

者その他の関係者について、思想・信条等に係

る情報を含め、その土地等の利用に関連しな

い情報を収集することはありません。 

〇情報提供窓口は、密告奨励の窓口であり整

備すべきでない／しっかりと整備すべき 

本法では、その実効性を確保すべく、多様な

方法を通じて土地等の利用の実態把握を進め

ることとしており、調査の一環として情報提

供を受け付ける体制を整備することとしてい

ます。本法の勧告・命令は、収集した情報等を

総合的に勘案して判断するものですが、提供

を受けた情報については、真偽も含めて慎重

に取り扱います。 

＜届出制度＞ 

〇届出制度はどのようなものか 

〇届出が必要になる契約の確認 

〇届出対象となる土地等の面積の考え方はど

のようなものか 

〇国籍等は特定の国を敵視している表れであ

り、追加すべきではない 

 

重要施設や国境離島等の中でも、その機能

が特に重要なもの又は機能の阻害が容易であ

るもので、他の施設等によって機能の代替が

困難であるものについては、届出制度を設け、

土地等の所有状況を逐次把握することとして

います。 

具体的には、特別注視区域内で「土地等売買

等契約」に該当する契約を行う当事者は、契約
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締結前に、取引等の情報を届け出る必要があ

ります。 

本法の届出対象となる「土地等売買等契約」

に該当する契約は、法第 13条第１項により、

土地等の所有権又はその取得を目的とする権

利（以下「所有権等」という。）の移転又は設

定であって、その権利の移転又は設定が契約

（予約を含む。）によって行われることが必要

です。 

 このため、土地等に抵当権等を設定する契

約、土地等の所有権等の移転又は設定に係る

契約に基づかない相続や合併等は対象となり

ません。 

届出対象となる土地等の面積については、

個人による一般的な住宅取得のための取引の

相当程度を対象から除くことのできる水準と

して 200 平方メートルとしました。面積は、

原則として登記事項証明書に記録された面積

となりますが、実測面積を把握している場合

は実測面積となります。また、建物について

は、当該建物が二階建てなどの複数の階数を

有する場合には、各階の床面積を合計したも

のとなります。 

国籍等については、土地等の譲受け予定者

等が外国人である場合も想定し、当該外国人

の人定のために届出事項とするものです。届

出の対象となる全ての者に記載を求めるもの

であり、外国人を差別的に取り扱うものでは

ありません。 

なお、届出手続の参考となる情報について

は、今後ホームページに掲載します。 

〇届出制度は資産価値の低下につながると考

えられるため、補償などの措置を検討すべき 

届出制度は、土地等の取得・売却に対し制限

を課すものではありません。地価（資産価値）

は、景気動向、当該土地の用途、周辺のインフ

ラの整備状況などの様々な要因を背景として

不動産市場で決定されるものであり、御指摘

には当たらないと考えています。 
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対応できるものは記載すべきでない。限定列

挙すべきでないか。 

〇特定の行為は機能阻害行為に含まれるか 

辺の土地等が機能阻害行為の用に供されるこ

とを防止するために講じるものです。 

勧告及び命令の対象となる機能阻害行為

は、対象となる施設等の種類、機能等に応じて

様々な態様が考えられ、また、技術の進歩等に

よってその態様が複雑化・巧妙化することも

考えられるため、網羅的に列挙することは困

難ですが、一定の予見可能性を確保する観点

から、基本方針案において当該類型を例示す

ることとしました。 

法第21条第２項の規定により他法令に基づ

く措置の実施を依頼する行為についても、機

能阻害行為の防止のために行うものであり、

機能阻害行為の類型に含まれるものとしてい

ます。 

ただし、これらは例示であって、この類型に

該当しない行為であっても機能阻害行為とし

て勧告及び命令の対象となることがあり、ま

た、形式的に類型に該当しても、個々の事案の

態様、状況等によっては、勧告及び命令の対象

とならないこともあります。 

実際に機能阻害行為に該当するかどうか

は、個別の事案に即して判断することとなり

ます。 

〇機能阻害行為に該当するとは考えられない

行為を記載する考え方が不明 

〇機能阻害行為に該当するとは考えられない

行為に監視（重要施設周辺の高所からの継続

的な監視）等を含むべき 

／監視は機能阻害行為として記載すべき 

基本方針案の「機能阻害行為に該当すると

は考えられない行為」は、一定の予見可能性を

確保する観点から、日常生活・事業活動として

一般的な行為を例示したものであり、記載の

ものに限定するものではありません。 

実際に機能阻害行為に該当するかどうか

は、個別の事案に即して判断することとなり

ますが、単に施設を見ている行為のみでは、機

能阻害行為に該当するとは考えられません。 

〇特定の行為は損失補償の対象となるのか 

〇損失補償の協議では、違法ではない利用を

制限されるのだから、正当性や合理性、補償の

範囲は広く扱われるべき 

損失補償の対象となるかどうかは、個別の

事案に即して判断することとなります。 

本法では法第10条に基づき通常生ずべき損

失を補償することとなりますが、その内容は、
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りません。 

〇そもそも本法に反対。立法事実がないなど

問題があるため法律を廃止すべき 

〇政府が基本方針を決定できるということに

反対 

〇本法の特定の制度を改正・廃止すべき 

〇外国資本や外国人による土地等の購入を禁

止すべき 

〇日本全国の土地を自由にチェックできるよ

うにしてほしい 

〇法律を改正し、南西諸島、沖縄、奄美、石垣

等は森林・緑地・農作地に限定すべき 

〇土地利用について規制しなくてはならない

のは急斜面の盛土の規制 

〇日本の離島に石碑を設置し、上陸を許可し

てほしい 

〇自衛隊や海上保安庁の方々が動きやすくし

てほしい 

〇案の該当部分の確認・抜粋、意見募集と関連

ない記載、内容不明の記載 

本法は、防衛関係施設等の安全保障上重要

な施設の周辺や国境離島等について、その土

地等の利用状況の調査を実施し、それらの機

能を阻害する行為が認められた場合に規制を

行うものです。 

2021 年 6月 16日に成立、同月 23 日に公布

され、法附則第１条の規定のとおり、公布の日

から起算して１年３月を超えない範囲内の政

令で定める日から全面施行されることとなっ

ています。 

今回のパブリック・コメントは、この全面施

行に向けて、本法の運用方針を定める基本方

針の案、本法の措置の詳細を定める政令・府令

の案について意見を求めるものです。 

いただいた御意見は今後の参考とさせてい

ただきます。 

 


